
前 橋 東 警 察 署 協 議 会 議 事 録
（令和６年度第２回定例会議)

開 催 日 時 令和６年９月１８日(水) 午後３時３０分から午後４時３０分までの間

開 催 場 所 前橋東警察署 ４階大会議室

神山会長 渡邉委員 岡本委員 横田委員 大河原委員
委 員

出 纐纈委員 増田委員 内山委員 矢野委員 井上委員 計１４人
(定数15人)

席 生方署長 田島副署長 森村会計官 村山刑事生活安全官

警 察 横手警務課長 山銅留置管理課長 磯田生活安全課長 計１３人

八木地域課長 古美門刑事第一課長 森田刑事第二課長

者 狩野交通課長 中西警備課長 警務係長

そ の 他

議 事 の 概 要

１ 会長挨拶

前回の会議以降、東署管内の治安は概ね平穏に推移していると伺っている。これからは

秋の交通安全運動も控えており、署員の皆様には、管内の治安維持に向けて、引き続き努

力していただけるようお願い申し上げる。

２ 署長挨拶

第２回定例会議にご出席いただき厚く御礼申し上げる。

管内の治安情勢は死体遺棄事件被疑者の逮捕、重傷交通事故、ＳＮＳ型投資詐欺事件等

の発生がある。また、農作物の盗難被害に対しては関係団体との連携したパトロール活動

の強化に努め、事件事故の抑止・検挙に向け日夜奮闘している。

また、喫緊の課題として認知症に係る行方不明者対策がある。高齢者による行方不明事

案は増加傾向にあり、避けて通ることができない問題である。

皆様から警察業務について、忌憚のない意見をいただき、業務に反映させるべく真摯に

検討を行い、可能なことは早期に実行するなどして、相互の理解がさらに深まるよう努め

ていく所存である。

３ 管内概況説明（説明者 署長）

(1) 刑法犯認知・検挙状況

(2) 特殊詐欺認知等状況

(3) 人身交通事故発生状況

(4) １１０番通報受理状況

４ 事前質問回答、協議・質疑（○～委員、●～署長等）

○ 運転免許証の自主返納は何歳くらいがよいのか。また、男女に違いはあるのか （質。

問）

● 自主返納の年齢別では、８０歳代が全体の約５割を占めており、男女別では、女性が



やや多い。

安全運転相談ダイヤル（♯８０８０）などの相談窓口を活用して判断していただきた

い （回答）。

○ 盗まれた自転車を発見した際、勝手に持って帰ってくると窃盗罪になると聞いたが、

どう対応すればよいのか （質問）。

● 法律には 「占有権」と「所有権」という概念がある。自分が盗まれた物件でも勝手、

に取り返す行為は「窃盗罪」に該当する。

これは、たとえ自分の盗まれた物件であっても取り返すための実力行使を許してしま

うと権利関係が不明確なまま一方的に物が奪われてしまうことを防止する「自力救済の

禁止」を定めたものである。

盗難の被害にあった場合は、警察に被害の届出をすることにより正規の手続きで被害

品を回収することができる （回答）。

○ 季節柄、草やツルが道路にはみ出して見通しが悪く、通学や車の運転に支障がある場

所が散見される。パトロール中に危険箇所の確認をしているのか （質問）。

● 警察活動に伴い可能な限り認知するよう努めている。

除草作業については、道路上であれば道路管理者、民地であれば所有者が対応するこ

とが原則であり、緊急時の応急措置を除き、除草作業が必要な場合は道路管理者や所有

。 。（ ）者に連絡し対応するよう依頼している 具体的な情報をいただければ対応する 回答

○ 道路標識、表示に関して標識が見づらい場所や表示が消えている場所がある。また一

時停止の標識が連続して短い間隔であり視認しづらい場所がある （質問）。

● 現場を確認して対応する （回答）。

５ 諮問

認知症に係る行方不明対策について委員に諮問し、次回定例会議に答申とした。

● 生活安全課長による説明

高齢化社会の現状

前橋市内の６５歳以上の高齢者の人口は、約１０万人であり、今後、高齢化はさら

に拍車がかかる見込みである。

認知症に係る行方不明者

県内、当署管内とも例年以上のペースで推移している。

行方不明に係る状況

認知症の行方不明者は、比較的、身体が元気である者が多く、車の運転ができる場

合、県外で見つかることもある。

警察としては、行政と連携してＧＰＳ端末の貸与などを進めているが、複数回、行

方不明になる者もいる。

６ 事務局連絡

事務局から下記事項について説明した。

上州くん安全・安心メールの周知

選挙関係に対する注意事項

７ 備考

次回の定例会議日程については、事務局で１２月中旬頃とした。日程等については、後

日書面で通知する。


